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○ 技術的基準

第１ 目的

この基準は，徳島県生活環境保全条例（平成１７年徳島県条例第２４号。以下「条例」という ）。

第６５条第１項第３号に規定する特定事業の構造上の基準に用いる計算の方法，数値その他の必要な

事項について定めるものとする。

第２ 関係指針等

この基準に示されていない事項については，一般的に認められている他の技術的指針等を参考にす

るものとする。

第３ 技術的基準

（太枠内は構造上の基準）

１ 軟弱地盤等における措置

特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層又は軟弱地盤のある層があるときは，その

地盤にすべり又は沈下が生じないようにくい打ち，土の置換えその他の措置が講じられて

いること。

特定事業区域が，軟弱地盤の分布が予想される箇所となる場合，あるいは，特定事業に伴う事前

の調査ボーリングの結果から地層に粘土等の存在が明らかになった場合には，標準貫入試験，スウ

ェーデン式サウンディング試験，コーン貫入試験等の調査を行って，軟弱地盤であるかどうかの判

定をする。その結果，軟弱地盤と判定された場合には，さらに沈下量，沈下時間，安定性等につい

て検討を行い，適切な対策を行うものとする。

○ 軟弱地盤の判定の目安（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅱ ）］

地表面下10ｍまでの地盤に次のような土層の存在が認められる場合とする。

① 有機質土・高有機質土

② 粘性土で，標準貫入試験で得られるＮ値が２以下，スウェーデン式サウンディング試験にお

いて100kg以下の荷重で自沈するもの，またはオランダ式２重管コーン貫入試験におけるコ

ーン指数（qc）が４kgf/cm 以下のもの2

③ 砂質土で，標準貫入試験で得られるＮ値が10以下，スウェーデン式サウンディング試験に

おける半回転数（Ｎsw）が50以下のもの，又はオランダ式２重管コーン貫入試験におけるコ

ーン指数（qc）が40kgf/cm 以下のもの2
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２ 傾斜地盤における措置

著しく傾斜している土地において特定事業を施工する場合にあっては，特定事業を施工

する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように段

切りその他の措置が講じられていること。

傾斜地盤上の盛土，谷間を埋める盛土では地山からの湧水が盛土内へ浸透し，盛土のり面を不安

。 ， （ （ ）定にすることが多い このような場合は 盛土内へ地下水が浸透しないように地下排水溝 ５－ ６

－②参照）を配置し，かつ，盛土内の水圧を減少させるために盛土に排水層（５－（５）参照）を

設けるものとする。

段切りその他の措置は，埋立て等を行う前の地盤と埋立て等に用いられた土砂等との接する面で

すべりが生ずるおそれがある場合に講ずるものとする。

なお，段切りの最小幅は１ｍ，最小高さは０．５ｍとする。

図１ 傾斜地盤上の盛土の地下排水工，排水層及び段切りの設置例

（道路土工 のり面工・斜面安定工指針）

地下排水溝

地下排水

透水層
排水層

排水層のないときの水位

排水層のあるときの水位

段切り（幅1ｍ,高さ50㎝以上）



48５－

３ 埋立て等の構造

（ （ ，土砂等の埋立て等の高さ 特定事業により生じたのり面 擁壁を用いる場合にあっては

当該擁壁の部分を除く。以下同じ ）の上端と下端の垂直距離をいう。以下同じ ）及び。 。

のり面の勾配は，次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ，それぞれ同表

の土砂等の埋立て等の高さの欄及びのり面の勾配の欄に定めるものであること。

土砂等の区分 土砂等の埋立て等の高さ のり面の勾配

１ 砂 ， 礫 ， 1) 建設業に属する 安 定 計 算 を 安 全 が 確 保 安全が確保される勾配

砂 礫 ， 礫 質 事業を行う者の再 行った場合 される高さ

土 ， 通 常 の 生資源の利用に関 その他 10ｍ以下 垂直距離１ｍに対する水

施 工 性 が 確 する判断の基準と 平距離が1.8ｍ（土砂等

保 さ れ る 粘 なるべき事項を定 の埋立て等の高さが５ｍ

性 土 及 び こ める省令（平成３ 以下の場合にあっては，

れ ら に 準 じ 年建設省令第19 1.5ｍ以上）の勾配

るもの 号）別表第１に規

定する第一種建設

発生土，第二種建

設発生土及び第三

種建設発生土

2) その他 ５ｍ以下 垂直１ｍに対する水平距

離が1.5ｍ以上の勾配

２．その他 安全計算を行い，安全が 安全計算を行い，安全が

確保される高さ 確保される勾配

( ) 埋立て等の高さが１０ｍ以下の場合1
埋立て等の構造は，安定計算を行い高さ及びのり面の勾配を決定する場合を除いて，下図に示す

構造に準じるものとする。

図２ 埋立て等の高さ５ｍ以下の場合 図３ 埋立て等の高さ10ｍ以下の場合

埋立て等

埋立て等の高さ
（Ｈ＝５ｍ以下） １

：
１
．
５

水平距離７．５ｍ以上

埋立て等の高さ
（Ｈ＝１０ｍ以下）

１
：
１
．
８

１
：
１
．
８

５ｍ以下

小段幅１ｍ以上

水平距離１９ｍ以上
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(2) 埋立て等の高さが10ｍ以上の場合

埋立て等の高さが10ｍ以上の場合には，以下に示す検討フローに基づき安定計算を行い安全性

を検証するものとする。

図４ のり面の安定検討フロー

盛土の安定計算式は，一般的に用いられ，容易に計算できる簡便式（スウェーデン式）による

ことを標準とするが，他の安定計算式に比べて安全率の差異が大きくなるときは，土質定数等を

十分吟味して，より解析精度の高い手法を採用するものとする。また，円弧すべり面法において

は有効応力法（式１）又は全応力法（式２）のどちらかを選択する。

設計条件の整理

安定計算の必要性

常時の設計条件の設定

安 定 計 算

耐震検討の必要性

最小安全率は規定以 上か

地震時の設計条件の設定

安 定 計 算

詳 細 調 査

設計条件の変更

最小安全率は規定以 上か

安定性の検討終了

詳 細 設 計

詳 細 調 査

設計条件の 変更

資料調査、 概略 調査

NO

ＹＥＳ

NO

ＹＥＳ

NO

ＹＥＳ

NO

ＹＥＳ
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○ 有効応力法

∑｛Ｃ｀・ｌ＋（Ｗ αーＵ・ｌ） φ｀｝cos tan
Ｆｓ＝ ・・・・ 式１）（

∑Ｗ αsin

○ 全応力法

∑（Ｃ・ｌ＋Ｗ α・ φ）cos tan
Ｆｓ＝ ・・・・ 式２）（

∑Ｗ αsin

F ： 安全率S

Ｗ ： 各分割片の単位長さ重量（tf／ｍ）

Ｕ ： 各分割片のすべり面上に働く間げき水圧（tf／㎡）

α ： 各分割片のすべり面の中点とすべり面を円弧とする円の中心とを結ぶ直線が

鉛直線となす角度（°）

ｌ ： 各分割片のすべり面の長さ（ｍ）

φ ： 盛土の内部摩擦角（°）

φ ： 有効応力に関する盛土の内部摩擦角（°）’

Ｃ ： 盛土の粘着力（tf／㎡）

Ｃ ： 有効応力に関する盛土の粘着力（tf／㎡）’

本計算法は，図５に示すような円弧すべり面法を用いている。この方法は，すべり面上の土塊を

適当な幅に分割し，分割片のせん断力と抵抗力をそれぞれ累計して，その比率によって安全率を求

めるものである。

図５ 円弧すべり面法における各分割片に働く力

盛土のり面の安定検討は，円弧すべり面法によるのが一般的であるが，これは盛土のり面のす

べり面形状が一般に円弧で近似できることによるものである。

勾配の緩い谷地形（凹地形）に腹付け盛土する場合などで，すべり面の形状が非円弧となる場

合は，実状に応じた適切なすべり面を設定する。

有効応力法と全応力法の使い分けとしては，施工後，長期間経過した盛土の安定は，有効応力

法によって計算し，細粒土で急速に盛土する場合，施工中及び施工直後の安定性などについては

全応力法によって検討するのが一般的である （改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）。 ］

(3) 安定計算の諸元

， ， 。安定計算の諸元に用いる土砂の単位体積重量 粘着力および内部摩擦角は 次表の数値による

単位体積重量 粘着力 内部摩擦角

（ｋN／ｍ ） （ｋN／ｍ ） （度）3 2

17.6 9.8 2５

表１ 安定計算の諸元

γO

すべり面鉛
直
線

Wn sinα Wn cosα

Wn

α

Δln

γ
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４ 擁壁

擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は，宅地造成等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）

第６条から第１０条までの規定に適合すること。

４－１ 擁壁の構造

擁壁は，鉄筋コンクリート造，無筋コンクリート造又は関知石練積み造その他の練積み

造のものとしなければならない （宅地造成等規制法施行令第６条）。

(1) 擁壁の種類

表２ 構造形式選定上の目安(1)（道路土工 擁壁工指針）

種　　類 形　　　　　　状 一般的な適用高さ 特　　　　　徴 採用上の留意点

ブロック積
（石積）擁
壁

・７ｍ以下
　（直高により
　勾配や裏込厚
　などが変わ
る）
・大型ブロック
　積の場合は15
　ｍ程度まで可
　能なものもあ
　る。

・のり面下部の小
　規模な崩壊の防
　止。のり面の保
　護に用いる。

・背面の地山が締
　まっている場合
　や背面土が良好
　であるなど土圧
　が小さい場合に
　用いる。
・構造として比較
　的耐震性に劣る。

重力式擁壁 ・５ｍ程度以下 ・自重によって水
　平荷重を支持し、
　躯体断面には引
　張応力が生じな
　いような断面と
　することを原則
　とする。

・底版反力が大き
　いため支持地盤
　が良好な箇所に
　用いる。
・杭基礎となる場
　合は適していな
　い。

もたれ式擁
壁

・10ｍ以下が多
　い。
・15ｍ程度まで
　用いられた例
　がある。

・地山あるいは裏
　込め土などに支
　えられながら自
　重によって土圧
　に抵抗する。

・支持地盤が岩盤
　などの堅固なも
　のが望ましい。

片持ばり式
擁壁（逆Ｔ
型、Ｌ型、
逆Ｌ型）

・３～10ｍ程度 ・水平荷重に対し、
　たて壁が片持ば
　りとして抵抗す
　る。
・かかと版上の土
　の重量を擁壁の
　安定に利用でき
　る。

・杭基礎が必要な
　場合にも用いら
　れる。
・プレキャスト製
　品も多くある。

控え壁式擁
壁

・10ｍ程度以上 ・たて壁および底
　版は控え壁で支
　持されるものと
　考えるため、片
　持ちばり式擁壁
　に比べ、高さが
　高くなる場合に
　有利である。

・躯体の施工およ
　び背面土の施工
　が難しい。
・杭基礎が必要な
　場合にも用いら
　れる。
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表２ 構造形式選定上の目安（２ （道路土工 擁壁工指針））

(2) 擁壁に設ける水抜き

擁壁には，その裏面の排水をよくするため，壁面の面積３m2以内ごとに少なくとも１

個の内径φ75mm以上の陶管その他これに類する耐水材料を用いた水抜き孔を設け，擁

壁の裏面で水抜き孔の周辺その他必要な場所には，砂利等の透水層を設けなければならな

い。

４－２ 鉄筋コンクリート造等の擁壁の安定

鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は，構造計算によって次の各

号に該当することを確かめたものでなければならない。

(1) 土圧，水圧及び自重（以下「土圧等」という ）によって擁壁が破壊されないこと。。

(2) 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。

(3) 土圧等によって擁壁の基礎がすべらないこと。

(4) 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

（宅地造成等規制法施行令第７条）

(1) 破壊に対する検討について

土圧等によって擁壁の各部に生ずる応力度が，擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容

応力度を超えないことを確かめる。

土圧の算定に用いる単位体積重量は，土質に応じて表３に示す単位体積重量を用いるものとす

る。また，背面土の勾配90°以下，余盛等の勾配及び高さをそれぞれ30°以下及び１ｍ以下と

種類 形状 一般的な適用高さ 特徴 採用上の留意点 
Ｕ型擁壁 

―――

・側壁と底版が一
 体となっており、
 掘割道路などに
 用いられる。
・側壁間にストラッ
 トを設ける場合
 がある。

・地下水位以下に 
 適用する場合が 
 多く、水圧の影 
 響を考慮したり 
 浮上がりに対す 
 る安定を検討す 
 る必要がある。 

井げた組擁 
壁 

・15ｍ程度以下 ・プレキャストコ
 ンクリートなど
 の部材を井げた
 状に組み中詰め
 材を充填するも
 ので、透水性に
 優れる。
・部材および中詰
 め材の重量によ
 り水平荷重に抵
 抗する。

・もたれ式擁壁に 
 準じた設計を行 
 う。

補強土擁壁 ・３ｍ～18ｍ程
 度

・補強材と土の摩
 擦やアンカープ
 レートの支圧に
 よって土を補強
 して壁体を形成
 するもので、さ
 まざまな工法が
 ある。

・補強効果を発揮 
 するためにある 
 程度の変形が生 
 じる。
・比較的軟弱な地 
 盤においても直 
 接基礎とするこ 
 とができる場合 
 があるが全体安 
 定などに対し十 
 分な検討が必要 
 である。

その他の擁壁 地形・地質・土質、施工条件、周辺環境その他、各種の制約条件などに応じて適宜採用 
される。 
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し，かつ擁壁の上端に続く地盤面に積載荷重がない場合においては，表３に示す土圧係数を用い

て計算された数値を用いてよい。

土 質 単位体積重量 土圧係数

(KN/m )3

砂利又は砂 18 0.35

砂質土 17 0.40

シルト，粘土又はそれらを多量に含む土 16 0.50

表３ 単位体積重量及び土圧係数（宅地造成等規制法施行令第７条別表第二）

図６ 宅地造成等規制法施行令第７条別表第二の土圧係数の考え方

（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］

ただし，上記条件を満足しない場合における土圧係数は 「試行くさび法」により算出するこ，

とを原則とする。

(2) 転倒に対する検討について

擁壁には躯体自重の他に，土圧等のさまざまな力が作用するが，これらの力の合力の作用点が

擁壁の底版外に存在する場合には，擁壁が転倒するように変形する。

このため，擁壁の転倒に対する安全率を次式により算出し，安全率が1.5以上となることを確

認する。

Fs ＝ Mr／Mo

F ： 転倒安全率（Fs=1.5以上）S

Mr ： 転倒に抵抗しようとするモーメント（kN）

Mo ： 転倒させようとするモーメント（kN）

(3) 滑動に対する検討について

擁壁には，擁壁を底版下面に沿って滑らせようとする滑動力と，これに対して基礎地盤の間に

生じる滑動抵抗力が作用する。滑動抵抗力が不足すると擁壁は前方に押し出されるように滑動す

る。滑動力は，主として土圧，地震時慣性力等の外力の水平成分からなり，滑動抵抗力は，主と

して底版下面と基礎地盤の間に生じるせん断抵抗力からなる。

滑動に対する安全率Fsを次式により算出し，安全率が1.5以上となることを確認する。

滑動に対する抵抗力 Ｒｖ・μ＋C ・ＢB

Ｆｓ＝ ＝
H滑動力 R
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F ： 滑動安全率（Fs=1.5以上）S

R ： 底版下面における全鉛直荷重（kN/m）V

R ： 底版下面における全水平荷重（kN/m）H

μ ： 擁壁底版と基礎地盤との摩擦係数（表４参照）

C ： 擁壁底版と基礎地盤の間の粘着力（kN/m）B

B ： 擁壁の底版幅（ｍ）

摩擦係数土 質

岩，岩屑，砂利又は砂 0.5

砂質土 0.4

シルト，粘土又はそれらを多量に含む土（擁壁の基礎底面から少なくと 0.3

も15cmまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。

表４ 摩擦係数（宅地造成等規制法施行令第７条別表第三）

(4) 支持に対する検討について

擁壁に作用する鉛直力は基礎地盤によって支持されるが，基礎地盤の支持力が不足すると底版

のつま先又はかかとが基礎地盤にめり込むような変状を起こすおそれがある。

このため，土圧等によって擁壁の地盤に生じる応力度が当該地盤の長期許容応力度を超えない

ことを確認する。

また，基礎ぐいを用いた場合においては，土圧等によって基礎ぐいに生じる応力が基礎杭の許

容支持力を超えないことを確認する。

○ 地盤反力度の算出

地盤反力度は次式により算出する。

① 合力作用点が底版中央の底版幅1/3の中にある場合

R ６・ｅV

q ＝ ・ １＋1

B Ｂ

R ６・ｅV

q ＝ ・ １－2

B Ｂ

q ： 擁壁の底面前部で生じる地盤反力度（kN/m ）1
2

q ： 擁壁の底面後部で生じる地盤反力度（kN/m ）2
2

R ： 底版下面における全鉛直荷重（kN）V

e ： 偏心距離（ｍ）

B ： 擁壁の底版幅（ｍ）

② 合力作用点が底版中央の底版幅2/3の中にある場合（かつ底版中央の底版幅1/3の外にある

場合）

V２R
q ＝1

３ｄ

③ 合力作用点が底版中にあり，かつ底版中央の底版幅2/3の外にある場合

V４R
q ＝1

Ｂ
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(1) e≦B/6の場合 (2) e>B/6の場合

図７ 擁壁底面の地盤反力分布

○ 地盤支持力に対する検討

地盤支持力の検討は，算出した地盤反力度q1及びq2が次式を満足することを確認する。

1q
a≦ q

2q

q ： 擁壁の底面前部で生じる地盤反力度（kN/m ）1
2

q ： 擁壁の底面後部で生じる地盤反力度（kN/m ）2
2

q ： 地盤の許容支持力度（kN/m （表５に準じる）a
2）

地 盤 長期応力に対する 短期応力に対する
3 3許容応力度kN/m 許容応力度kN/m

岩盤 1000 長 期 応 力 に 対す る 許

固結した砂 500 容 応 力 度 の それ ぞ れ

。土丹盤 300 の数値の２倍とする

密実な礫層 300

密実な砂質地盤 200

砂質地盤 50

硬い粘土質地盤 100

粘土質地盤 20

硬いローム層 100

ローム層 50

表５ 地盤の許容応力度（建築基準法施行令第93条より抜粋）

４－３ 練積み造の擁壁の構造

関知石練積み造その他の練積み造の擁壁の構造は，次の各号に定めるところによらなけ

ればならない。

(1) 擁壁の勾配，高さ及び下端部分の厚さが，土質に応じ表６に定める基準に適合し，か

つ，擁壁上端の厚さが，擁壁の設置される地盤の土質が表６上欄の第一種又は第二種に

該当するものであるときは40cm以上，その他のものであるときは70cm以上であるこ

と。

(2) 石材その他の組積材は，控え長さを30cm以上とし，コンクリートを用いて一体の擁

壁とし，かつ，その背面に栗石，砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。
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(3) (1)及び(2)によっても，はらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは，適当な間隔

に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措置を講ずること。

(4) 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き，擁壁の前面の根入れ深さは，擁壁の設置

される地盤の土質が，表６上欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の

高さの15/100（その値が35cmに満たないときは，35cm）以上，その他のものであ

（ ， ） ，るときは擁壁の高さの20/100 その値が45cmに満たないときは 45cm 以上とし

かつ，擁壁には一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で，擁壁のすべり及

び沈下に対して安全である基礎を設けること。

（宅地造成等規制法施行令第８条）

(1) 擁壁下端の厚さについて

土質条件に応じて表６に示す値以上とする。

表６ 練積み造の擁壁の構造（宅地造成等規制法施行令第８条別表４）

勾　　配 高　　さ

２ｍ以下 40 cm以上

２ｍを超え３ｍ以下 50 cm以上

２ｍ以下 40 cm以上

２ｍを超え３ｍ以下 45 cm以上

３ｍを超え４ｍ以下 50 cm以上

３ｍ以下 40 cm以上

３ｍを超え４ｍ以下 45 cm以上

４ｍを超え５ｍ以下 60 cm以上

２ｍ以下 50 cm以上

２ｍを超え３ｍ以下 70 cm以上

２ｍ以下 45 cm以上

２ｍを超え３ｍ以下 60 cm以上

３ｍを超え４ｍ以下 75 cm以上

２ｍ以下 40 cm以上

２ｍを超え３ｍ以下 50 cm以上

３ｍを超え４ｍ以下 65 cm以上

４ｍを超え５ｍ以下 80 cm以上

２ｍ以下 85 cm以上

２ｍを超え３ｍ以下 90 cm以上

２ｍ以下 75 cm以上

２ｍを超え３ｍ以下 85 cm以上

３ｍを超え４ｍ以下 105 cm以上

２ｍ以下 70 cm以上

２ｍを超え３ｍ以下 80 cm以上

３ｍを超え４ｍ以下 95 cm以上

４ｍを超え５ｍ以下 120 cm以上

下端部分の厚さ
土　　質

擁　　　　　壁

70度を超え75度以下

第一種

70度を超え75度以下

65度を超え70度以下

65度以下

第二種

真砂土、
関東ロー
ム、硬質
粘土その
他これら
に類する

もの

65度を超え70度以下

65度以下

第三種 その他

70度を超え75度以下

65度を超え70度以下

65度以下

岩、岩
屑、砂利
又は砂利
混じり砂
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(2) 練積み造の擁壁の標準的な構造

表７ 練積み造の擁壁の構造（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］

図８ 練積み造の擁壁の標準図（道路土工 擁壁工指針）
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４－４ 擁壁の構造細目（建築基準法施行令の準用）

擁壁については，建築基準法施行令第３６条の２から第３９条まで，第５２条（第３項を除

く ，第７２条から第７５条まで及び第７９条の規定を準用する。。）

( ) 鉄筋の継手及び定着1
① 鉄筋の末端は，かぎ状に折り曲げてコンクリートから抜け出さないように定着しなけれ

ばならない。

② 主筋の継手の重ね長さは，継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場

合にあっては，主筋等の径（径の異なる主筋等をつなぐ場合にあっては細い主筋等の径）

の25倍以上とし，継手を引張り力の最も小さい部分以外に設ける場合にあっては，主筋

等の径の40倍以上としなければならない。

( ) 鉄筋のかぶり厚さ2
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは，表８に示す値以上としなければならない。

項 目 かぶり厚さ

直接土に接する壁，柱，床もしく

ははり又は布基礎の立ち上がり部 ４cm以上

分

基礎（布基礎の立ち上がり部分を

除く）にあっては捨てコンクリー ６cm以上

トの部分を除く

表８ 鉄筋のかぶり厚さ

（建築基準法施行令第73条，第79条）

図９ 鉄筋のかぶり厚さ
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５ 排水施設

土砂等の埋立て等の高さが５ｍ以上である場合にあっては，土砂等の埋立て等の高さが

５ｍごとに幅１ｍ以上の段を設け，当該段及びのり面には雨水その他の地表水によるのり

面の崩壊を防止するための排水溝の施設が設置されていること。

(1) 排水施設の設置の検討

特定事業区域内の一般に次に掲げる箇所においては，排水施設の設置を検討するものとする。

① 土砂等の埋立て等ののり面（擁壁で覆われたものを含む ）の下端。

② のり面周辺から流入し又はのり面を流下する地表水等を処理するために必要な箇所

③ 道路又は道路となるべき土地の両側及び交差部

④ 湧水又は湧水のおそれのある箇所

⑤ 土砂等の埋立て等が施工される箇所の地盤で地表水の集中する流路又は湧水箇所

⑥ 排水施設が集中した地表水等を支障なく排水するために必要な箇所

⑦ その他，地表水等を速やかに排除する必要のある箇所

(2) 排水施設の規模

排水施設の規模は，降雨強度，排水面積，地形・地質，土地利用計画等に基づいて算定した雨

水等の計画流出量を安全に排除できるよう決定する。

(3) 雨水流出量の算定

雨水流出量は，次の合理式（ラショナル式）により算出する。

Q＝1／3.6・f・r・A

Q ： 雨水流出量（m /sec）3

f ： 流出係数（表９参照）

r ： 降雨強度（mm/hr）

A ： 流域面積(km )2

なお，傾斜地盤上の盛土で土砂の崩壊，流出等により著しい被害のおそれがある区域では，次

式により算定する。

Q＝Ｑ’／（１－α）

Ｑ’＝１／３.６・ｆ・ｒ・Ａ

Q ： 雨水流出量（m /sec）3

α ： 土砂混入率（通常１０％）

Ｑ ： 雨水流出量（m /sec）’ 3

f ： 流出係数（表９参照）

r ： 降雨強度（mm/hr （降雨確率１ １０）） /
A ： 流域面積(km )2



60５－

○ 流出係数

流出係数（ｆ）は，表９に示す値のほか，土地利用の目的等に応じ適切な値を用いる。

表９ 流出係数（建設省河川砂防技術基準(案)同解説 計画編）

， ， 。なお 流域内における地目が異なる場合には 次式に示す加重平均により流出係数を算出する

fi i∑ ・Ａ
ｆ＝

∑Ａ

f ： 流出係数

fi ： 対象地目の流出係数

Ai ： 対象地目の流域面積

○ 降雨強度

降雨強度は，表1２に示す降雨強度式を用いて算出するものとする。なお，降雨強度算定にお

ける確率年は １／１０年確率とする。

① 洪水到達時間

洪水到達時間は 「雨水が流域から対象地点に至る時間」と「対象地点の洪水流下時間」の，

和として算出する。但し，10ha未満の場合について計算によらない時は，到達時間を10分

として算出してよい。

０ １ｔ＝ｔ ／６０＋ｔ

t ： 洪水到達時間(min)

t ： 洪水流下時間(min)０

t ： 洪水流入時間(min)１

② 洪水流入時間

洪水流入時間は，下表によるものとする。

項 目 Ｔ ( )１ min
山地地域 ３０

特に急傾斜斜面 ２０

表1０ 洪水流入時間（建設省河川砂防技術基準(案)同解説計画編）

③ 洪水流下時間

洪水流下時間は，クラヘン式により算出するものとする。

Ｔ ＝Ｌ／Ｗ０

地　　　目 流出係数：f

密集市街地 0.9

一般市街地 0.8

畑・原野 0.6

水田 0.7

山地 0.7
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To ： 洪水流下時間(min)

L ： 流路長(m)

W ： 洪水流出速度(m/sec)

H ： 流路高低差(m)

Ｈ／Ｌ 以上 ～ 以下1/100 1/200 1/200
Ｗ( ) ３．５０ ３．００ ２．１０m/s

表1１ 洪水流下速度（建設省河川砂防技術基準(案)同解説 調査編）

( ) 流速及び計画流出量4
水路及び暗渠等の排水施設の設計に当たっての流速及び計画流出量の算定は次によるものとす

る。

， 。 ，・ 排水路勾配の決定に当たっては 排水路の摩耗や土砂堆積が生じないよう配慮する 一般に

流速は０．８ ～３．０ が用いられている。m/sec m/sec
・ 流下断面はマニングの式またはクッターの式のいずれかを用いて算出するのが一般的である。

断面は８割水深とする。

・ マニング式

２／３ １／２１
Ｑ ＝ Ａ × Ｖ ＝ ×Ｒ ×Ｉ × Ａ

ｎ

Ｑ：計画流出量（ ） Ｉ：排水路勾配m3/sec
ｎ：粗度係数（表１２による） Ｖ：流速（ ）m/sec
Ａ：断面積（ （Ａ＝Ｂ×Ｈ）m2）
Ｒ：径深（ｍ） （Ｒ＝Ａ／Ｓ）

Ｓ：潤辺長（ｍ （Ｓ＝２Ｈ＋Ｂ ）） ）

管 種 粗度係数

陶 管 ０．０１３

鉄筋コンクリート管渠などの工場製品 ０．０１３

現場打ち鉄筋コンクリート管渠 ０．０１３

硬質塩化ビニール管 ０．０１０

強化プラスチック複合管 ０．０１０

表１２ 粗度係数（マニング式，クッター式共通）

・ 土砂の混入した場合の算定は，ワング（Ｗａｎｇ）の式によるものとする。

Ｑ ＝ Ａ × Ｖ｀

oγ
Ｖ｀＝ Ｖ ×

γ ＋α（γ－γ ）o o

Ｖ ’ ： 土砂を含んだときの流速(m/sec)

Ｖ ： 清水のときの流速(m/sec)

γ ： 水の比重o

α ： 土砂の混入率(0.1)

γ ： 土砂の比重

（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅱ ）］
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(５) 土砂等による埋立て等内排水層

高盛土又は地下水による崩壊の危険性が高い盛土の場合には，盛土内に水平排水層を設置して

地下水の上昇を防ぐとともに，降雨による浸透水を速やかに排除して，盛土の安定を図るものと

する。

① 水平排水層

盛土の安定を図る目的で，盛土内の含水比を低下させるためにある一定の高さごとに透水性の

よい山砂などで排水層を設け，排水層からは有孔パイプなどを用いて水を外に取り出すことが行

われる。これを水平排水層という。

図１１ 水平排水層の例（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］

② 浅層排水層

雨水が浸透しやすく，しかもそれによって強度の低下が著しい土質の場合には，のり面の浸食

・表層すべり対策を主な目的として浅層排水層が設置される。

図１２ 浅層排水層の例（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］

(６) のり面排水工

のり面排水工の設計・施工は，次の各事項に留意して行うものとする。

・ 地下水及び湧水の状況を把握するために，事前に十分な調査を行うこと。

・ のり面を流下する地表水は，のり肩及び小段に排水溝を設けて排除すること。

・ 浸透水は，地下の排水施設により速やかに地表の排水溝に導き排除すること。

・ のり面排水工の流末は，十分な排水能力のある施設に接続すること。
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① 地表水の排除

地表水排除工の設計・施工は，次の各事項に留意して行うものとする。

・ 排水溝の断面は，流量を検討して決定するが，その際土砂や枝葉等の流入，土砂等の堆積を

考慮して十分に余裕を持った断面とする。

・ 排水溝の流水が地山に浸透しないような構造とする。

・ 盛土の斜面における排水溝は，沈下等を考慮して，土が落ち着いた段階で既製品等を設置す

る。

ａ のり肩排水溝

， 、のり面の上部に自然斜面が続いているなど 盛土のり面以外から表面水が流下する場所には

のり肩排水溝を設け，のり面以外からの表面水が流入しないようにする。

ｂ 小段排水溝

一般にのり面が長くなると，降雨時にのり面を流下する表面水が，のり面の下部ではかなり

の量になるので，小段に排水溝を設けるなどして，のり面を流下する表面水の量を最小限に抑

える。

小段に設ける排水溝は，小段上部のり面の下端に沿って設けるものとする。また，小段は排

水溝の方向に５％程度の下り勾配をつけて施工し，排水溝に水が流れるようにする。

図１３ のり面小段排水溝の設置例（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］

ｃ 縦排水溝

のり肩又は小段に設ける排水溝に集められた水をのり尻に導くため，縦排水溝を設ける。

縦水溝の設計・施工にあたっては，次の各事項に留意して行うものとする。

・ 流量の分散を図るため，間隔は２0ｍ程度とする。

・ 排水溝には既製コンクリートＵ字溝（ソケット付きがよい ，鉄筋コンクリートベンチフ）

リューム，コルゲートＵ字フリューム，鉄筋コンクリート管，陶管，石張り水路などが用

いる。

・ のり長３ｍ程度の間隔で，縦排水溝下部にすべり止めを設置する。

・ 縦排水溝の側面は，勾配をつけ張芝や石張りを施すのが一般的である。

・ 縦排水溝設置の際は，地形的にできるだけ凹部の水が集まりやすい箇所を選定する。

・ 縦排水溝の断面は流量を検討して決定するが，接続する横排水溝の断面，土砂や枝葉等の

流入，堆積物を考慮して十分余裕のあるものとする。

・ のり面の上部に自然斜面が続いて，その斜面に常時流水のある沢や水路がある場合は，縦

排水溝の断面に十分余裕を持たせることが必要である。

・ 縦排水溝の構造は，水が漏れたり飛び散ることがないようにする。

・ 排水溝の合流する箇所には，必ずますを設けて，ますには水が飛び散らないようにふたを

設ける。また，ますには泥溜を設けるものとする。
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図１４ 縦排水溝（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］

ｄ のり尻排水溝

・ のり尻排水溝は，のり面を流下する地表水が特定事業区域外に流出するのを防ぐため，図

１５に示すように設ける。

・ 集水量が多い場合には，流量計算に基づいて断面を決定し，適切な流末処理を行う。

・ 浸透によりのり面のすべりが生じないように十分な対策を行うことが必要である。

図１５ のり尻排水溝の例（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］
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② 地下水の排除

ａ 地下排水溝

地中に浸透した水を速やかに地表の排水溝に導くための最も有効な方法として地下排水溝を

設置する。

・ 地下排水溝は図１６のように支線より浸透水を集めて，本線により地表の排水溝（小段排

水溝等）に排出されるようにネットワーク化する。

・ 盛土の場合で地山に沿って流下する地下水を排除するには，まず地山の谷筋に地下排水溝

を設け，その後盛土を行う。

・ 地下排水溝は暗渠排水管又は砕石構造とする。

・ 地下排水溝の底には漏水防止のため防水シート又はアスファルト板を敷設する場合があ

る。

・ 暗渠排水管の上面や側面には，そだや砂利などによるフィルターを設けて土で埋戻す。

図１６ 地下排水溝の標準断面（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］
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６ 埋立て等の施工

特定事業の完了後の地盤に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ，沈下又は崩壊が生

じないように締固めその他の措置が講じられていること。

(1) 原地盤の処理

埋立て等の基礎となる原地盤の状態は，現場によってさまざまであるので，現地踏査，土質調

査等によって原地盤の適切な把握を行うことが大切である。

調査の結果，軟弱地盤として対策工が必要な場合には適切な軟弱地盤対策工により処理するも

のとする。また，普通地盤の場合には，埋立て等完成後の有害な沈下を防ぎ，埋立て等と基礎地

盤のなじみをよくしたり，初期の埋立て等の作業を円滑にするために，次のような原地盤の処理

を行うものとする。

① 伐開除根を行う。

② 排水溝及びサンドマットを単独又はあわせて設置し排水を図る。

③ 極端な凹凸及び段差はできるだけ平坦にかき均す。

(２) 傾斜地盤上の埋立て等

勾配が15度（約1:4.0）程度以上の傾斜地盤上に埋立て等を行う場合には，埋立て等に使用

された土砂等の滑動及び沈下が生じないように原地盤の表土を十分に除去するとともに，段切り

その他の措置を講ずるものとする。

また，谷地形等で地下水位が高くなる箇所における傾斜地盤上の埋立て等では，勾配にかかわ

らず段切りを行うことが望ましい。

図１７ 段切りと排水処理の例（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］

(３) 敷均し

埋立て等の施工において，敷均しは埋立て等を均一に締固めるために最も重要な作業であり，

薄層でていねいな敷均しを行えば，均一でよく締まった埋立て等を築造できる。このため，埋立

て等の施工にあたっては，１回の敷均し厚さ（まき出し厚さ）締固め回数を決定し施工するのが

望ましい。

なお，まき出し厚さは30～50cm程度を標準とする。
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図１８ 埋立て等の敷均し（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］

(４) 締固め

埋立て等の締固めは，強度及び耐久性を確保し，圧縮沈下量を少なくし，埋立て等の形状を保

つために行うものである。そのためには，降雨や地震時に発生する間隙水圧等に起因する崩壊や

沈下を防止して，できるだけむらのない均質かつ安定した土質状態を作るように下記の項目に留

意して行うものとする。

① 土の空気間隙を減じ，透水性を低下させ水の浸入による軟化，膨張を小さくして，土を最も

安定した状態にする。

② のり面の安定など土構造物に必要な強度を持たせる。

③ 完成後に埋立て等に悪影響を及ぼす埋立て等自体の圧縮沈下を少なくする。
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７ のり面保護工

のり面は，石張り，芝張り，モルタル吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護

する措置が講じられていること。

土砂等の埋立て等によって生じる法面を擁壁で覆わない場合には，のり面が風化，浸食等により

不安定化するのを抑制するために，のり面緑化工又は構造物によるのり面保護工でのり面を保護す

るものとする。

(1) のり面保護工の種類

のり面保護工の種類としては，のり面緑化工，構造物によるのり面保護工及びのり面排水工が

ある。

草本

播種工

木本

植生工

草本

のり面 植栽工 苗木

緑化工 木本

成木

のり面 緑化基礎工

保護工 被覆工（伏工 ，法枠工）

浸食防止材，編柵工

ネット張工等

構造物による

のり面保護工

のり面排水工

図１９ のり面保護工の分類

(2) のり面保護工の選定

のり面保護工は，のり面の勾配，土質，気象条件，保護工の特性，将来の維持管理等について

総合的検討し，次の各事項に留意して工法を選定するものとする。

① 植生可能なのり面では，のり面緑化工を選定し，植生に適さないのり面又はのり面緑化工で

は安定性が確保できないのり面では構造物によるのり面保護工を選定するのが一般的である。

② のり面緑化工及び構造物によるのり面保護工では，一般にのり面排水工が併設される。

③ 同一のり面においても，土質及び地下水の状態は必ずしも一様でない場合が多いので，それ

ぞれの状態に適した工法を選定する必要がある。
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○ 植生によるのり面保護工

表１４ 土質による植生工の選定の目安（建設省河川砂防技術基準（案 ））

○ 植生工とのり面勾配等

「自然公園におけるのり面緑化基準の解説」では，のり面勾配別にみた緑化基礎工の要否につ

いて，その目安を表１５のように定めている。

表１５ 植生工とのり面勾配等

工　　　　　種

張芝工、種子吹付工、植生マット工

締まっていないもの 張芝工、種子吹付工、植生マット工

締まっているもの 種子吹付工、土のう工、植生穴工

締まっていないもの 張芝工、種子吹付工、植生マット工

締まっているもの 種子吹付工、土のう工、植生穴工

種子吹付工、植生穴工、土のう工

注2）使用工法あるいは植生の現地条件への適応性、のり面環境の改良、繁茂するまでの
　　　水分あるいは養分の供給、植物の生育を促す手段を考慮することが望ましい。

粘土、粘性土、岩塊又は玉石混
じりの粘性土及び粘土

砂質土、礫質土、岩塊又は玉石
混じりの砂質土

土　質　・　岩　質

砂

軟　　岩

注1）植生工の設計に当たっては、のり面の浸食が発生する前に、速やかに植生による被
　　　覆が行えるような工法を選定することが重要である。

のり面勾配 対　　策　　の　　目　　安

30度以下
(約1:1.8)

・高木が優占する植物社会の復元が可能である。
・生育が良好である。
・周辺からの在来種の進入が可能である。

・35度は、放置した場合に自然復旧する限界角度である。
・一般に、35度を境として、これ以上では、表土層のための緑化基礎工が
　必要になる。

・中・低木が優占し、草本が地表を覆う植物群落の造成が可能である。
・生育基盤の安定を目的とする緑化基礎工を設置する。
・高木を導入すると、将来生育基盤が不安定になる危険性がある。

45～60度
(約1:0.6)

35～45度
(1:1)

30～35度
(約1:1.5)

・低木や草本からなる丈の低い植物群落の造成が可能である。
・のり面上の15㎝以上の厚さに客土することを避ける。
・生育基盤の安定を目的とする強固な緑化基礎工を設置する。
・60度以上の斜面にも植物の導入は可能であるが、将来崩落する危険性が
　高いので、斜面形状を変えて、植物を導入する。
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「荒廃地に対する植生復元の技術指針」ではのり面勾配と植生工適用の主な留意点を表１６の

ように定めている。

表１６ のり面勾配と植生工の適用の主な留意点

○ 構造物によるのり面保護工の選定

表１７ 構造物によるのり面保護工の選定（改訂版 宅地防災マニュアルの解説［Ⅰ ）］

のり面の傾斜 生育・阻害の限度 植生工適用上の留意点

・裸地を放置すると地表面の移動が生じ自
然復旧は困難になる。
・施工時に種肥土の流亡が多くなる。
・客土をした場合客土層が移動しやすい。
・凍上地帯では表層の滑落生じる。
・表層土の移動防止のための緑化基礎工が
必要になる。
・高木類の正常な生育が困難になる。

・植物だけで斜面の安定を図ることは困難
である。

③土丹等の硬い土質からなるのり面では、植生の導入が困難な場合が多い。このような場合には、コンク
リート吹付工、コンクリート張工等の植生工以外ののり面保護工が用いられる。

④中硬度（土壌硬度が約27㎜以下）のしらす層で、のり面勾配が60度（約1:0.6）より緩い場合には、法
枠工のような緑化基礎工を用いることにより植生工の導入は可能である。

1．植栽工の適用限界は30度までとする。
2．透水性の不良土壌では傾斜に関係なく種肥
土が流亡しやすいので播種時に簡易な浸食防止
対策が必要である。
3．植生工法はどの工法でも適用できる。

1．表面浸食防止対策が必要である。
2．35度以上ののり面では表層の移動防止
　 の基礎工を設置する。
3．客土する場合には移動防止の基礎工を
　 設置する。

1．積工、擁壁等により勾配の緩和を図る。

2．斜面安定のための基礎工を設置する。

3．構造物の間に生育基盤を確保する。

4．客土用積工などを用いる。

5．面状に厚い客土を行わない。

0°～30°

30°～45°

45°～

・植生被覆が完成すれば表面浸食の危険は
ない。
・多少裸地が生じても郷土種が侵入し自然
復旧が容易である。
・大径木の導入も困難ではない。

土砂詰め ○ △ × ○ × × △ ○ ◎

ブロック詰め ★ ○ △ ○ × × × ○ ○ 1:0.8以上の急勾配に最適

★ ◎ ◎ ○ × ○ × △ × ○

★ ◎ ○ ○ × △ ○ ○ △

◎ △ × × ○

○ × ○ △ × ○ ○ ◎

★ △ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

★ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

【凡　例】

　◎：特に適していると思われるもの ○：一部の例外を除いて適していると思われるもの

　△：適するケースと適さないケースがあるもの ☆：間接的な効果があるもの

　★：本来の目的ではないが効果があるもの ×：適用しない方が好ましいもの
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1:1.0以上の急勾配では土砂落下に注意

美観上に問題あり

湧水処理
に配慮

中詰め材の選定に配慮

もたれ擁壁工も同じ

浸食防止に限度あり
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８ 飛散防止措置

特定事業区域（のり面を除く ）は，利用目的が明確である部分を除き，芝張り，植林その他。

土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

・ 緑化工は，周辺環境との調和や土地利用の目的を考慮して工法を決定するものとする。

・ 植栽による場合は，原則として在来種によるものとし，客土，肥料木の混植，植栽本数，樹種

の配列，施肥等を考慮して，現地に適合した植栽木を選定するものとする。




